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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　検査対象に超音波を送信するとともに前記検査対象から反射するエコー信号を受信する
超音波探触子と、前記超音波探触子によって受信されたエコー信号を処理する信号処理部
と、を備え、
　前記信号処理部は、血流のドプラ速度を算出するドプラ速度演算部と、前記ドプラ速度
から血流の３次元速度ベクトルを計算するベクトル算出部と、を備え、
　前記ベクトル算出部は、超音波走査線で計測された前記ドプラ速度を拘束条件として設
定し、質量保存則の誤差分を用いて前記超音波走査線の垂直面を構成する２軸方向それぞ
れの速度を推定する処理を行い、当該推定処理に前記質量保存則の誤差分をフィードバッ
クして、前記２軸方向それぞれの速度の最適解を求めることを特徴とする超音波撮像装置
。
【請求項２】
　請求項１に記載の超音波撮像装置であって、
　前記ベクトル算出部は、前記推定処理において反復方法を用いることを特徴とする超音
波撮像装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の超音波撮像装置であって、
　前記ベクトル算出部は、前記質量保存則の誤差分を、等方性を仮定して、前記２軸方向
の速度に分配することを特徴とする超音波撮像装置。
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【請求項４】
　請求項１に記載の超音波撮像装置であって、
　前記ベクトル算出部は、前記質量保存則の誤差分を、非等方的に前記２軸方向の速度に
分配することを特徴とする超音波撮像装置。
【請求項５】
　請求項２に記載の超音波撮像装置であって、
　前記ベクトル算出部は、反復計算時の前記質量保存則の誤差分が、所定の閾値以下にな
った時を前記２軸方向の速度の最適解の収束と判定することを特徴とする超音波撮像装置
。
【請求項６】
　請求項２に記載の超音波撮像装置であって、
　前記ベクトル算出部は、反復計算時の前記質量保存則の誤差分を記録し、前記質量保存
則の誤差分が一つ前に行った反復ステップで得られた質量保存則の誤差分よりも大きくな
った場合に、反復計算のアルゴリズムを変更することを特徴とする超音波撮像装置。
【請求項７】
　請求項２に記載の超音波撮像装置であって、
　前記ベクトル算出部は、前記超音波探触子を起点とする等深部面の前記２軸方向の速度
の最適解を選択的、あるいは段階的に計算することを特徴とする超音波撮像装置。
【請求項８】
　請求項７に記載の超音波撮像装置であって、
　前記ベクトル算出部は、任意の断面が含まれる深部帯について、前記深部帯に含まれる
等深部面の前記２軸方向の速度の最適解を選択的に計算することを特徴とする超音波撮像
装置。
【請求項９】
　請求項１に記載の超音波撮像装置であって、
　前記信号処理部は、検査対象の組織速度を算出する組織速度演算部をさらに備え、
　前記ベクトル算出部は、前記２軸方向の速度を推定する処理を行う際に、前記組織速度
演算部が算出した組織速度を血流速度推定の境界条件として用いることを特徴とする超音
波撮像装置。
【請求項１０】
　請求項９に記載の超音波撮像装置であって、前記ベクトル算出部は、前記組織速度と、
前記血流ドプラ速度とを用いて、前記超音波探触子を起点とする等深部面全体における前
記質量保存則の誤差分を算出し、当該誤差分を、前記２軸方向の速度の最適解算出の収束
条件としてフィードバックを行うことを特徴とする超音波撮像装置。
【請求項１１】
　請求項１に記載の超音波撮像装置であって、
　さらに、前記ベクトル算出部が算出した血流速度ベクトルを用いて、診断情報を生成す
る診断情報生成部を有することを特徴とする超音波撮像装置。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の超音波撮像装置であって、前記診断情報は、２点間の圧較差、圧較
差分布、相互作用力、せん断応力、質量、運動量、運動エネルギ、熱量、物質の濃度から
選ばれる１種以上であることを特徴とする超音波撮像装置。
【請求項１３】
　請求項１１に記載の超音波撮像装置であって、さらに、前記診断情報を表示する表示部
を備えたことを特徴とする超音波撮像装置。
【請求項１４】
　請求項１３に記載の超音波撮像装置であって、
　前記表示部は、断層像画像及び／または血流ベクトルの表示とともに、前記診断情報の
瞬時、あるいは時間変化をグラフ又は数値として表示することを特徴とする超音波撮像装
置。
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【請求項１５】
　請求項１に記載の超音波撮像装置であって、さらに、外部から前記検査対象に関する心
周期情報を入力する入力部を備え、前記信号処理部は、前記入力部から入力される心周期
情報に基づき、複数の心周期の診断情報を生成することを特徴とする超音波撮像装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、医療用の超音波撮像装置に関し、３次元空間における任意の一方向の血流ド
プラ速度が計測できる超音波撮像装置において、血流の３方向速度ベクトルを推定する技
術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　超音波撮像装置において、検査対象内を流れる血流を描出し、また血流速度を計測する
手法として、カラードプラ法が広く知られている。カラードプラ法では、超音波ビーム方
向の速度成分しか直接計測することはできないため、断層面内で血流がどちらの方向に流
れているか、流れ方向を表示することはできない。
【０００３】
　そこで、組織の境界の速度と２次元流の質量保存の式から超音波ビーム方向と直交する
方向の速度成分を推定し、この直交方向の速度成分から速度ベクトルを求める方法（Ｖｅ
ｃｔｏｒ　Ｆｌｏｗ　Ｍａｐｐｉｎg：ＶＦＭ）が提案されている。ＶＦＭでは、流れに
３次元性があることを前提としておらず、すべて撮像面内から漏れ出すことのない２次元
流を想定して構築されている。具体的な２次元質量保存のイメージを図１に示す。図１に
四角形で示すような微小流体質量を想定し、微小流体質量の上部を下方向への加速、下部
を下方向へ減速するとした場合、微小流体質量は、質量保存の法則により、横方向に押し
出され、横方向速度は加速する作用を有する。直感的に微小流体質量を上下方向に圧迫し
たことにより、左右方向に押し出されるイメージである。
【０００４】
　ＶＦＭでは、上下方向の速度情報をカラードプラにより計測し、左右方向の速度を推定
している。この推定は、血流速度成分が上下方向成分と左右方向成分とからなるとする２
次元流の仮定に基づいているが、実際の流れ場は３次元的である。３次元流においては、
上下の圧迫を与えた場合、押し出される方向の自由度は、左右方向と前後方向の二つある
。このため、左右、前後方向への流体質量の押し出しの割合が判らない限り、質量保存則
は解くことができない。２次元ＶＦＭでは、前後方向の押し出しは考慮しないという仮定
を用いることで、質量保存則を解いている。即ち、３次元的なカラードプラ情報を用いた
場合でも、従来の２次元ＶＦＭのアルゴリズムでは、流体質量の左右、前後方向への押し
出しの割合が判らない以上、これらの方向の速度を推定することはできない。
【０００５】
　これに対し、特許文献１、２では、得られたドプラ情報に運動量保存則と質量保存則を
用いて、速度ベクトルを推定する手法を開示している。この手法では、運動量保存則も併
用することで、推定のため計算処理に膨大な時間が必要となるが３方向の速度の推定が可
能となる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００４－１２１７３５号公報
【特許文献２】特開２０１１－２３５００９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ドプラ計測において、計測する次元を２次元から３次元へと拡張したとしても、計測さ
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れる速度成分はビーム方向のみ、即ち、２次元１方向速度、あるいは３次元１方向速度し
か計測できない。従って３次元流の速度場を把握するためには、計測された速度成分から
他方向の速度成分を推定することが必須である。
【０００８】
　特許文献１、２に開示される技術では、運動量保存則を用いることで、３次元流の速度
場を推定するが、運動量保存則を用いる手法では、膨大な計算処理がかかってしまい、外
部演算装置を用いた処理を行う必要が生じる。しかし、一般的な超音波のルーチン検査で
は、超音波診断装置上で検査を行うことが必要で、臨床応用を目指す際には装置上で簡便
に３次元的なベクトルを求める手法が必須となる。
【０００９】
　そこで本発明は、超音波撮像装置上で簡便に３次元的な血流ベクトルを求めることが可
能な技術を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記課題を解決するため、本発明の超音波撮像装置は、３次元カラードプラ法で得られ
る血流の速度情報を用いて、流体の運動保存則を用いることなく、質量保存則の誤差分を
３次元カラードプラ法で得られる血流方向に垂直な２軸方向に分配することで、簡便に血
流の３次元速度ベクトルを算出する。
【００１１】
　すなわち、本発明の超音波撮像装置は、検査対象に超音波を送信するとともに前記検査
対象から反射するエコー信号を受信する超音波探触子と、前記超音波探触子によって受信
されたエコー信号を処理する信号処理部と、を備え、前記信号処理部は、血流のドプラ速
度を算出するドプラ速度演算部と、前記ドプラ速度から血流の３次元速度ベクトルを計算
するベクトル算出部と、を備える。前記ベクトル算出部は、超音波走査線で計測された前
記ドプラ速度を拘束条件として設定し、質量保存則を用いて前記超音波走査線の垂直面を
構成する２軸方向の速度を推定する処理を行い、当該推定処理に前記質量保存則の誤差分
をフィードバックして、前記２軸方向の速度の最適解を求める。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、３次元血流速度ベクトルの推定を、膨大な計算処理を経ることなく比
較的短時間で行うことができる。これにより、超音波撮像装置のルーチン検査において３
次元的な血流動態の検査に役立つ診断情報を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】２次元流の質量保存則の概念を示す図。
【図２】本発明の超音波撮像装置の実施形態を示す全体ブロック図。
【図３】第一実施形態による信号処理部の動作の流れを示す図。
【図４】組織画像における座標系の説明図。
【図５】血流ベクトル算出の処理を示す図。
【図６】血流速度ベクトル算出の概念を説明する図で、（ａ）は撮像領域を示す図、（ｂ
）は所定スライスでの格子設定を示す図、（ｃ）は３次元質量保存則を説明する図。
【図７】スライス設定の説明図。
【図８】第二実施形態による実施形態を示す全体ブロック図。
【図９】第二実施形態による信号処理部の動作の流れを示す図。
【図１０】走査線と直交する組織血流境界を含む断面を示す図。
【図１１】第三実施形態による信号処理部の動作の流れを示す図。
【図１２】表示の実施形態の説明図。
【図１３】表示の実施形態の説明図。
【図１４】表示の実施形態の説明図。
【図１５】シミュレーションによる結果の説明図で、（ａ）はシミュレーションに用いた
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噴流ジェットを示す図、（ｂ）は結果を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　本実施形態の超音波診断装置は、検査対象（３）に超音波を送信するとともに前記検査
対象から反射するエコー信号を受信する超音波探触子（２）と、前記超音波探触子によっ
て受信されたエコー信号を処理する信号処理部（１５）と、を備え、前記信号処理部（１
５）は、エコー信号から血流速度を算出するドプラ速度演算部（１５３）と、ドプラ速度
演算部が算出したドプラ速度をもとに血流速度ベクトルを推定するベクトル算出部（１５
５）とを備える。ベクトル算出部（１５５）は、質量保存則に基づき前記超音波走査線の
垂直面を構成する２軸方向の速度を推定し血流速度ベクトルを算出する。質量保存則に基
く速度推定の際に、超音波走査線方向で計測された前記血流ドプラ速度を拘束条件に設定
し、前記質量保存則の誤差分（破綻分）を、前記２軸方向の速度推定にフィードバックを
行うことで、前記垂直面２軸方向の速度最適解を求める。またベクトル算出部（１５５）
は前記血流速度ベクトルをもとに、診断情報を生成する診断情報生成部（１５９）を有す
る。
【００１５】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。
【００１６】
　図２は、本発明が適用される超音波撮像装置の装置構成例を示すブロック図である。図
２に示すように、本実施形態の超音波撮像装置は、装置本体１と超音波探触子２を有して
いる。
【００１７】
　装置本体１は超音波探触子２を制御しながら、超音波画像を生成するものであり、入力
部１０、制御部１１、超音波信号発生器１２、超音波受信回路１３、表示部１４及び信号
処理部１５を備えている。
【００１８】
　超音波探触子２は、生体（被検者）３に接し、超音波信号発生器１２で生成された信号
に従い、生体内の照射領域３０に対し超音波を照射すると共に、照射領域３０の反射波エ
コー信号を受信する。超音波探触子２は、スキャン方式に応じて連続波或いはパルス波を
発生する。また超音波探触子２の走査方法により、２次元的な断面を撮像する平面的撮像
法、或いは３次元的な領域を撮像する立体的撮像法を適宜選択することができる。
【００１９】
　装置本体１の各構成要素を説明する。入力部１０は、超音波撮像装置を操作する医師や
技師（以下、まとめて検者という）が制御部１１に対し超音波撮像装置の動作条件を設定
するキーボードやポインティングデバイスを備える。また検査に心電図等の外部機器から
の情報を利用する場合、外部信号入力部としても機能する。
【００２０】
　制御部１１は、入力部１０によって設定された超音波撮像装置の動作条件に基づき超音
波信号発生器１２、超音波受信回路１３、表示部１４及び信号処理部１５を制御するもの
で、例えばコンピュータシステムのＣＰＵに構築することができる。
【００２１】
　超音波信号発生器１２は、所定の周波数の信号を発生する発振器を備え、超音波探触子
２に駆動信号を送る。超音波受信回路１３は、超音波探触子２によって受信された反射エ
コー信号に対し増幅や整相など信号処理を行う。超音波受信回路１３は、受信回路のほか
に、包絡線検波手段、Ｌｏｇ圧縮を行う手段を含む。表示部１４は信号処理部１５で得ら
れた情報を出力する。信号処理部１５は、超音波探触子２からの反射エコー信号から超音
波画像を生成する機能を有する。その詳細は後述する。
【００２２】
　また、図示していないが、装置本体１は、スキャンコンバータやＡ/Ｄコンバータを備
えている。スキャンコンバータは超音波受信回路１３に含んでもよいし、信号処理部１５
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の後段に備えていてもよい。超音波受信回路１３がスキャンコンバータを含む場合は、信
号処理部１５で取り扱うデータ量が減るというメリットがある。また、スキャンコンバー
タを超音波受信回路１３に含めない場合には、信号処理部１５で多くのデータを取り扱う
ことができ、精度のよい計測装置が実現できる。Ａ/Ｄコンバータは信号処理部１５の前
段に備えられる。そのサンプリングの周波数は通常２０ＭＨｚから５０ＭＨｚの間である
。
【００２３】
　次に、信号処理部１５の詳細な構成要素を説明する。信号処理部１５は、主要な要素と
して、断層画像形成部１５１、ドプラ速度演算部１５３、ベクトル算出部１５５、表示画
像形成部１５６、およびメモリ１５７を有する。
【００２４】
　断層画像形成部１５１は、超音波受信回路１３から出力される反射エコー信号から、例
えばＢモード像、すなわち超音波照射対象の平面的撮像法を用いた２次元的な組織形状画
像、あるいは立体的撮像法を用いた３次元的な組織形状画像を形成する。
【００２５】
　ドプラ速度演算部１５３は、超音波受信回路１３から出力される反射エコー信号から、
例えば、カラードプラモードの血流速度情報、すなわち超音波照射対象の平面的撮像法を
用いた２次元的なドプラ血流速度情報、あるいは立体的撮像法を用いた３次元的なドプラ
血流速度情報を抽出する。
【００２６】
　ベクトル算出部１５５は、ドプラ血流速度情報から、物理法則（質量保存則）を用いて
血流速度ベクトルを推定する。ベクトル算出部１５５には、血流速度ベクトルを用いて診
断情報を生成する診断情報生成部１５９が備えられていてもよい。なおベクトル算出部１
５５は、具体的には演算装置で構築され、演算装置に組み込まれたプログラムを実行する
により、診断情報生成部１５９の機能を含むベクトル算出部１５５の機能が実現される。
なお演算装置の一部又は全部の機能は、ＡＳＩＣやＦＰＧＡ等のハードウェアで実現する
ことも可能である。
【００２７】
　表示画像形成部１５６は、表示部１４に表示される表示画像を形成するものであり、断
層画像形成部１５１で形成された断層画像や、ドプラ計測で得られるドプラ波形、ベクト
ル算出部１５５で算出された諸量などを、予め決められた形式や入力部１０から入力され
る指示に従い、表示画像を形成する。
【００２８】
　メモリ１５７は、反射エコー信号、信号処理部１５での演算に必要な情報や信号処理部
１５の処理結果を記憶する。以上説明した装置の構成を踏まえ、超音波診断装置の動作の
実施形態を説明する。
【００２９】
＜第一実施形態＞
　本実施形態を、図３に示す処理フローを参照して説明する。以下の説明では、具体的な
例として、図２に示す照射領域３０が左心室を含む部位である場合を説明するが、照射領
域３０は検者が所望する血管や他の心腔でもよい。
【００３０】
　図３に示すように、本実施形態では、組織形状情報を取得する処理（Ｓ１）、血流ドプ
ラ速度を計測する処理（Ｓ２）、血流ドプラ速度を用いて血流ベクトルを算出する処理（
Ｓ３）、血流速度ベクトルを用いて診断情報を生成する処理（Ｓ４）および診断情報を表
示する処理（Ｓ５）を行う。診断情報を生成する処理を省き、Ｓ３で推定された血流速度
ベクトルを表示する処理を行ってもよい。以下、各処理の内容を詳細に説明する。
【００３１】
＜ステップＳ１＞
　まず、照射領域の形態情報（Ｂモード画像）を得るための撮像を行う。Ｂモード像の超
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音波周波数は、撮像が可能な範囲、例えば１ＭＨｚから２０ＭＨｚの範囲とする。また、
フレームレートは、心拍によって変動する心臓の動きを捉えることができる範囲とする。
具体的には心臓の時相が観察できる３Ｈｚ以上とする。断層画像形成部１５１は、超音波
受信回路１３から出力される反射エコーより、例えばＢモード像を形成する。超音波生体
画像は、平面的撮像法を用いた２次元的な画像あるいは立体的撮像法を用いた３次元的な
画像のいずれでもよく、時系列でデータを取得する。
【００３２】
　ステップＳ１によって得られる形状情報の一例を図４に示す。図４は超音波探触子２に
セクタスキャンを行うセクタ探触子を用い、撮像対象を左心室３１をとしたものである。
図中、ｒは超音波のビーム方向（深度方向或いは走査線方向ともいう）、θは撮像ボリュ
ーム３００内の長軸方向のビーム角度で、φは撮像ボリューム内の短軸方向のビーム角度
である。また、本発明は３次元的な撮像を基本としているが、３次元撮像の手法は公知で
あり、ここでは説明を省略し、詳細を開示する公知の文献（非特許文献１、非特許文献２
）を例示するにとどめる。
【００３３】
【非特許文献１】Cikes， et al， "Ultrafast Cardiac Ultrasound Imaging"， JACC:CA
RDIOVASCULAR IMAGING， VOL.7，NO.8，2014
【非特許文献２】Provost et al.，”3D ultrafast ultrasound imaging in vivo”，Phy
s. Med. Biol. 59 (2014) L1－L13
【００３４】
＜ステップＳ２＞
　ステップＳ１の形態情報を得るための撮像とは別に、ステップＳ１で撮像した照射領域
と同じ照射領域についてドプラ法の計測を行い、血流速度分布情報を得る。限定されるも
のではないが、ここではドプラ法として、汎用的な手法であるカラードプラ法を用いる。
この場合、ドプラ速度演算部１５３は、断層画像形成部１５１で取得した超音波生体画像
のなかの血流部に注目し、自己相関法により血流速度分布情報を取得する。ここで得られ
る血流速度分布は、血流速度のうち超音波撮像の走査線方向（ｒ方向）の成分である。
【００３５】
＜ステップＳ３＞
　ベクトル算出部１５５は、ドプラ速度演算部１５３で取得した血流ドプラ速度分布情報
を用いて、血流速度ベクトルを推定する。血流ベクトルの推定方法の詳細を、図５を参照
して説明する。
【００３６】
＜＜ステップＳ３１＞＞
　まず、検者が、入力部１０に備えられたポインティングデバイスなどを用いて指定した
ＲＯＩ（Ｒｅｇｉｏｎ　ｏｆ　Ｉｎｔｅｒｅｓｔ）を受け付け、ＲＯＩを設定する（Ｓ３
１）。或いは、ベクトル算出部１５５がＢモード画像から、自動的に血流と組織の境界部
をスネーク（“Ｓｎａｋｅｓ：Ａｃｔｉｖｅ　Ｃｏｎｔｏｕｒ　Ｍｏｄｅｌｓ”，Ｋａｓ
ｓ，　Ｍ　ｅｔ　ａｌ）などの境界認識アルゴリズを用いて、ＲＯＩの設定を行ってもよ
い。また、Ｂモード画像を用いずに、ドプラ速度が存在する場所をＲＯＩと定義してもよ
い。
【００３７】
＜＜ステップＳ３２＞＞
　次に血流速度ベクトルの各成分ｖｒ、ｖθ、ｖφの初期値を設定する。ｖｒは、図４に
示す超音波のビーム方向の速度成分、ｖθは、θ方向の速度成分、ｖφは、φ方向の速度
成分である。本実施形態では初期値として、ｖｒにドプラ速度を入力し、ｖθ、ｖφにゼ
ロを入力する。
【００３８】
＜＜ステップＳ３３＞＞
　次に、血流速度ベクトルを算出する。撮像面を流れる血流の速度は、３次元の速度成分
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を持つが、ドプラ効果を用いた速度計測は、３次元的な速度成分のうち超音波ビーム方向
成分のみしか求めることができない。本実施形態では、質量保存則を用いることで、超音
波ビーム方向成分に直交する２軸方向成分、すなわち超音波走査線に垂直な面（超音波探
触子を起点とする等深部面）における２軸方向の速度成分（最適解）を推定する。速度成
分推定は、所定の等深部面を選択的に、あるいは段階的に計算する。
【００３９】
　２軸方向の速度成分推定の概念を図６に示す。図６（ａ）に示すように、ＲＯＩの中の
、超音波走査線と垂直な球面スライス（等深部面）上での質量保存則を考える。ここでは
説明のため、ある位置スライスＡを考えることとする。スライスＡのデータポイントを格
子状に区切り、上面から図示したのが図６（ｂ）である。ここでは格子の側面にそれぞれ
計算対象速度位置を指定したスタガード格子を用いている。個々の格子内（例えば図６（
ｂ）のデータポイント（i,j）のボリューム）の質量保存を考えると、図６（ｃ）に示す
ように、上部からデータポイント（i,j）に流入する血流（ｖｒ（i,j））とデータポイン
ト（i,j）の下部から流出する血流ｖ’ｒ（i,j）との差は、上下方向に垂直な４つの方向
への血流（ｖθ（i,j）、ｖθ（i+1,j）、ｖφ（i,j）、ｖφ（i,j+1））の合計と等しい
。具体的には、球座標系における流体の質量保存則を表す連続の式は、式（１）のように
記述される。
【００４０】
【数１】

【００４１】
　ここで、質量保存則は物理的には必ずゼロになり、式（１）におけるＱは物理的には常
にゼロである。しかし、計測上は、Ｑはゼロにはならない。そこでＱを質量保存則の破た
ん度合（誤差分）と定義し、この値がゼロになるように、誤差分を隣接する４つの速度成
分に分配する。初期値では、ステップＳ３３でｖθ、ｖφはすべてゼロとしており、初期
値におけるＱは次式（２）のようになり、ドプラ速度を超音波走査線方向で微分した値が
入力される。
【００４２】
【数２】

　式（２）の右辺の値（Ｑの値）を、式（１）の第二項と第三項に分配し、式（１）の値
がゼロとなるようにする。分配の仕方はいくつか考えられるが、ここでは等分配となるよ
うに以下の制約を用いる。
【００４３】
【数３】

【数４】
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【００４４】
　具体的には、式（３）、式（４）を満たすように、次式（５）、（６）の補正係数Δｖ

θ、Δｖφを計算する。
【００４５】
【数５】

【数６】

【００４６】
　そして、算出した補正係数Δｖθを、θ方向の領域両側面の速度（ｖθ（ｉ，ｊ）、ｖ

θ（ｉ＋１，ｊ）に等分に割り当て、補正係数Δｖφを、φ方向の領域両側面の速度（ｖ

φ（ｉ，ｊ）、ｖφ（ｉ＋１，ｊ）に等分に割り当て、ｖθ、ｖφに加える。但し、速度
（ｖθ（ｉ，ｊ）、ｖθ（ｉ＋１，ｊ）は符号が逆であり、同様に（ｖφ（ｉ，ｊ）とｖ

φ（ｉ＋１，ｊ）は符号が逆であるので、加えられる補正係数の符号はそれぞれ逆にする
。または１回目の計算ではｖθ、ｖφの初期値ゼロであるので、この補正係数Δｖθ、Δ
ｖφの半分（１／２）がｖθ（ｉ，ｊ）、ｖθ（ｉ＋１，ｊ）の値となる。
【００４７】
　新たなｖθ（ｉ，ｊ）、ｖθ（ｉ＋１，ｊ）を用いて、式（１）の計算を行う。以下、
同様に計算を繰り返す（反復計算を行う）。
【００４８】
　位置（ｉ，ｊ）のデータポイントについて、反復計算で得られる速度成分は次式（７－
１）～（７－４）（まとめて式（７）という）で表される。式中、上付きの添え字は反復
計算の回数を表す。即ち式（７）は、ｎ番目の反復計算で推定された速度を用いて、ｎ＋
１番目に更新される速度成分を表している。
【００４９】
【数７】

【００５０】
　上記した反復計算を、スライス内のすべてのデータポイント（図６（ｂ）に示す格子状
に区切られた部分）について行う。各データポイントの反復計算は、独立して即ち並行し
て行ってもよいし、一つのデータポイントの計算結果を、隣接するデータポイントの反復
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計算に反映させて逐次的に行ってもよい。
【００５１】
　各データポイントについて独立して反復計算を行う場合、例えば、位置（i,j）のデー
タポイントについては局所的にＱがゼロになるが、隣接するデータポイントでも同様な処
理が行われるために、スライス面全体では、即ち個々のデータポイントについては、Ｑは
ゼロにならない。このためスライス面を構成する各データポイントでＱがゼロに近づくま
で反復計算を繰り返す。
【００５２】
　理想的には、反復計算の終了時点は断面内の全てのデータポイントでＱがゼロとなると
きであるが、全てのデータポイントでＱをゼロにすることは現実的ではない。そこで、反
復計算を終了するために収束条件を設定しておく。収束条件は、例えば、予め閾値を設定
し、Ｑが閾値以下になったときに反復計算が収束したものとする。閾値として、具体的に
は、初期値Ｑの定数分の一や、あらかじめ設定した値を用いることができる。また収束判
定の対象とするＱは、全てのデータポイントの個々のＱでもよいが、ある局所（特定のデ
ータポイント）の値でもよいし、スライス内のＱ（絶対値）の最大値、最小値、平均値で
もよい。
【００５３】
　また、反復計算が発散するのを防止するために、Ｑの時間的な変化を追跡し、Ｑが増加
傾向になった場合、次式（８－１）～（８－４）に示すように、補正係数に対し１以下の
緩和係数Ｋをかけて、その反復ステップを再実行してもよい。これにより発散を防止し、
反復計算を収束させることができる。
【００５４】
【数８】

【００５５】
　反復計算を個々のデータポイント毎に独立して行うのではなく、一つのデータポイント
の計算結果を用いて、それに隣接するデータポイントの反復計算を逐次的に行う場合には
、一つのデータポイントで算出された隣接するデータポイントのｖθ、ｖφ（図６（ｃ）
では、データポイント（i,j）で求めたｖθ

（ｉ＋１，ｊ）、ｖφ
（ｉ，ｊ＋１））をそ

のθ方向に隣接するデータポイント及びφ方向に隣接するデータポイントの反復計算にお
ける初期値として用いて、反復計算を行ってもよい。
【００５６】
　以上の反復計算で得られた速度成分（ｒ方向、θ方向及びφ方向の成分）を組み合わせ
ることでベクトルとなる。これにより図６（ａ）、（ｂ）に示すスライスＡの各領域にお
ける３次元血流ベクトルが得られる。なお、図６では、超音波走査線と垂直な、短軸方向
（φ方向）と長軸方向（θ方向）で規定される球面スライスを示したが、例えば超音波走
査面の厚みが薄い（短軸方向が極めて短い）場合、長軸方向に沿った線状の領域のみで３
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次元速度成分を求め３次元血流ベクトルを求めてもよいことは言うまでもない。
【００５７】
　なお図６では、超音波探触子を起点とする等深部面（スライス）の一つについて速度推
定を行う場合を説明したが、図７に示すように、上述した血流ベクトルの推定（図５：Ｓ
３３）を、超音波走査線と垂直な複数のスライス（図７で、斜線で示す部分は７０１～７
０５）で行うことができる。複数のスライスで反復計算を行う順序は特に限定されないが
、例えば、浅部から深部へ進める。このように複数スライスについて血流ベクトルを算出
することにより、所定の深部帯にあるＲＯＩ全体のベクトル情報が算出できる。そして、
ＲＯＩ全体のベクトル情報を算出した場合には、全体のベクトル情報から任意の断面７１
０のベクトル情報を切り出すことが可能となる。
【００５８】
　なお上述した反復計算は、格子の側面にそれぞれ計算対象速度位置を指定したスタガー
ド格子を用いた例であるが、各位置にすべてのベクトル情報を集約させるコロケート格子
に補間してもよい。
【００５９】
　また上記説明では、超音波走査線と垂直な球面スライスを想定した球座標での計算例を
示したが、直交座標あるいは、極座標でも同等である。
【００６０】
　算出した任意のスライス面のベクトル情報は、後述する種々の表示形態で表示してもよ
いし、種々の診断情報の算出に用いることも可能である。
【００６１】
＜ステップＳ４＞
　図３に戻り、診断情報生成部１５９が生成する診断情報について説明する。血流ベクト
ルを用いて算出可能な諸量としては、２点間の圧較差、圧較差分布、相互作用力、せん断
応力、質量、運動量、運動エネルギ、熱量、物質の濃度などが挙げられる。診断情報生成
部１５９は、血流ベクトルを用いた諸量算出のアルゴリズムを有しており、入力部１０を
介して選択された診断情報に応じてこれら諸量のいずれかを算出する。
【００６２】
　以下、診断情報の一例として、圧較差の算出について説明する。
【００６３】
　一般に、血流のような非圧縮性の流体の圧分布を計算する手法には、Ｎａｖｉｅｒ－Ｓ
ｔｏｋｅｓ式を用いた方法（ＮＳＥ法）と圧力Ｐｏｉｓｓｏｎ式を用いた方法（ＰＰＥ法
）の二つがあり、どちらでもよい。ＰＰＥ法を適用する場合であれば、次式（９）のテン
ソルで表現したＰＰＥ法の方程式を用いて、圧ｐを求めることができる。
【００６４】
【数９】

【００６５】
　上記方程式の解を求める際に必要となる境界条件としては、微分型のノイマン型境界条
件を与えてもよいし、数値を与えるディレクレ型の境界条件でもよい。これらは公知技術
のため詳細は記載しない。また圧分布を算出する際に一点の基準圧を指定する必要がある
。本実施形態のように左心室を対象とする場合、心尖部付近、心基部、左房内など検者が
所望する箇所の基準圧を指定することができる。基準圧は、超音波撮像とは別な計測方法
で測定した値、あるいは検者が所望の任意の値、例えばゼロ、を用いることができ、入力
部１０を介して設定することができる。
【００６６】
　また、流れ場が既知となっているため、流れ場の渦度、運動量、運動エネルギ、循環、
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流線、流跡線なども算出が可能となり、またその輸送方程式を個々にとることで、診断情
報に役立ててもよい。
【００６７】
＜ステップＳ５＞
　ベクトル算出部１５５によって推定された、上述の診断情報は、表示画像作成部１５６
において、超音波撮像装置で得られるその他の画像、例えば形態画像やドプラ波形ととも
に、グラフや数値などを含む表示画像とされ、表示部１４に表示される。表示の形態は種
々の形態を取ることができる。表示の実施形態は後述する。
【００６８】
　本実施形態によれば、任意の断面について、３次元的な血流速度ベクトルを推定するこ
とができる。この血流速度ベクトルを用いることで、それを反映した診断情報を提供する
ことができ、心臓の血流動態などをより正確に把握することが可能になる。
【００６９】
＜第一実施形態の変形例＞
　第一実施形態は、質量保存則の破たん度合である誤差分Ｑを、ドプラ速度と垂直な４つ
の速度成分に均等に分配した例であるが、Ｑの分配は不均等であってもよい。この場合、
第一実施形態において式（５）、（６）で示した、反復計算に用いる補正係数Δｖθ、Δ
ｖφを次式（１０）、（１１）のように変更すればよい。
【００７０】
【数１０】

【数１１】

【００７１】
　式中、αは１以下の実数であり、対象となる臓器（心臓か血管かなど）に応じて予め決
めておいてもよいし、検者が入力部１０を介して設定してもよい。
　その他の処理は、第一実施形態と同様である。
【００７２】
＜第二実施形態＞
　本実施形態は、超音波放射面と垂直な面における２方向の血流速度成分を算出する際に
、組織速度を境界条件として加えることが特徴である。
【００７３】
　即ち、本実施形態の超音波撮像装置は、信号処理部が、血流のドプラ速度を算出するド
プラ速度演算部と、前記ドプラ速度から血流の３次元速度ベクトルを計算するベクトル算
出部と、を備えること、及び、ベクトル算出部は、超音波走査線で計測された前記ドプラ
速度を拘束条件として設定し、質量保存則を用いて前記超音波走査線の垂直面を構成する
２軸方向の速度を推定する処理を行い、当該推定処理に前記質量保存則の誤差分をフィー
ドバックして、前記２軸方向の速度の最適解を求めること、は第一実施形態と同様である
が、信号処理部は、検査対象の組織速度を算出する組織速度演算部をさらに備え、ベクト
ル算出部は、前記２軸方向の速度を推定する処理を行う際に、前記組織速度演算部が算出
した組織速度を血流速度の境界条件として用いる。
【００７４】
　また、ベクトル算出部は、前記組織速度と、前記血流ドプラ速度とを用いて、前記超音
波探触子を起点とする等深部面全体における前記質量保存則の誤差分を算出し、当該誤差
分を、前記２軸方向の速度の最適解算出の収束条件としてフィードバックを行う。
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【００７５】
　以下、第一実施形態の超音波撮像装置と異なる点を中心に本実施形態の超音波撮像装置
を説明する。
【００７６】
　本実施形態の超音波撮像装置は、図８に示すように、信号処理部１５が組織速度演算部
１５２を備えている。その他の要素は、図２に示す超音波撮像装置と同様であり、同じ符
号で示し、重複する説明は省略する。
【００７７】
　本実施形態における信号処理部１５の処理を、図９に示す処理フローを参照して説明す
る。図９において、図３に示す処理と同じ処理は同じ符号で示す。図示するように本実施
形態では、組織速度の算出のステップＳ２０が追加されていること、血流ベクトル算出ス
テップＳ３において、ステップＳ２０で算出された組織速度が用いられることが特徴であ
る。以下の説明では、第一実施形態と同様に、具体的な例として、照射領域３０（図２）
が左心室を含む部位である場合を説明するが、照射領域３０は検者が所望する血管や他の
心腔でもよい。
【００７８】
　まず撮像は、第一実施形態と同様に、組織形態画像（例えばＢモード画像）を得るため
の撮像と、血流情報を得るためのカラードプラモードの撮像とを行う。断層画像形成部１
５１は、組織形態画像の撮像により超音波画像を形成する（Ｓ１）。ドプラ速度演算部１
５３は、超音波画像を用いて指定されたＲＯＩ内の血流部の血流速度分布情報を取得する
（Ｓ２）。
【００７９】
　一方、組織速度演算部１５２は、断層画像形成部１５１が形成した超音波生体画像から
、組織と血流との境界の速度を算出する（Ｓ２０）。
【００８０】
　このため、組織速度演算部１５２は、まず、超音波生体画像から組織の位置情報を取得
する（Ｓ２１）。組織の位置情報は、組織内壁を画像処理することによって検出してもよ
いし、検者が入力部１０を介して組織内壁を指定することで取得してもよい。画像処理に
より検出する場合、具体的には超音波画像では組織は高輝度値として認識されるため、高
輝度値部を心臓組織とし、２次元、あるいは３次元的な心臓組織位置を取得する。検者が
入力部１０を介して指定する場合は、入力部１０に備えられたポインティングデバイスを
介し、血液と組織との境界面である組織内壁を指定することで、位置を与えてもよい。
【００８１】
　図６（ａ）に示す撮像範囲において、超音波走査線と直交するスライス面で組織内壁を
指定した状態を図１０に示す。血流のある部分は、組織（心室）３１で囲まれており、心
室の内壁に沿って、複数の位置が指定される。ここでは、説明を簡単にするために、θ方
向に平行な線上の２点（Ｐ１、Ｐ２）を指定した状態を示している。
【００８２】
　次に組織速度演算部１５２は、指定された組織について、組織血流境界速度（以下、単
に境界速度ともいう）を算出する。境界速度とは組織壁と血液の境界の速度であり、流体
力学的に、この境界面では血液の速度と、組織の速度が等しくなる。従って、組織壁の速
度を算出することで、境界面での血流速度が求められる。境界速度の算出方法は、二枚の
時間的に連続した画像のパターンマッチングを用いてもよいし、前述のように決定した組
織の位置情報の時間的推移すなわち組織の移動を追跡してもよい。パターンマッチングの
演算手法として、例えば、相互相関法やＳＡＤ（sum of absolute difference）法、ＳＳ
Ｄ（sum of squared difference）法、ＫＬＴ（Kanade－ Lucas－Tomasi）法を用いても
よい。これら手法により得られる組織の移動量を画像の撮像間隔（時間）で除すことによ
り境界速度が算出される。
【００８３】
　こうして得られる境界速度は、それを算出するのに用いた超音波生体画像データが図４
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に示すような３次元画像の場合には、超音波走査線方向の速度成分及びそれと直交する２
軸方向の成分に分解することができる。即ち、図１０下側に示すように、ｒ方向、θ方向
及びφ方向の成分（Ｖｒ、Ｖθ、Ｖφ）が得られる。
【００８４】
　次の血流ベクトル算出ステップＳ３では、第一実施形態と同様に、式（１）の質量保存
則の誤差分Ｑを算出し、この誤差分Ｑをθ方向及びφ方向に分配し、Ｑが所定の閾値以下
となるまで反復計算を行う。この際、ステップＳ２０で算出した境界速度を、境界条件（
ディリクレ型境界条件）として与える。即ち、図１０に示す心壁３１を含む境界領域のｒ
方向、θ方向及びφ方向の速度成分として、組織速度演算部１５２で求めた各速度の値を
設定する。
【００８５】
　次いで、心壁３１（Ｐ１）の内側については、Ｐ１にθ方向に隣接するデータポイント
については、カラードプラで求めた当該データポイントのｒ方向の速度ｖｒと境界速度Ｖ
のθ方向速度成分Ｖθを拘束条件として、反復計算を行う。この際、式（１）の誤差分Ｑ
を２軸方向に分配することは第一実施形態と同様であり、分配の方法は均等でも不均等で
もよい。θ方向に沿って逐次、データポイントの計算を進める。逐次計算は、点Ｐ１から
点Ｐ２まで計算を進めてもよいし、別途、点Ｐ２を開始点として逆方向に逐次計算を行い
、Ｐ１とＰ２の中間地点で計算を終了してもよい。なおθ方向に沿って計算を進めるので
はなく、φ方向に計算する場合には、φ方向の端部である境界直近のデータポイントから
計算を開始し、その際、ｒ方向の速度ｖｒと境界速度Ｖのφ方向の速度成分Ｖφを拘束条
件として、反復計算を行う。
【００８６】
　いずれの場合も、各データポイントにおいて所定の収束条件に達するまで計算を行う。
収束条件としては、第一実施形態と同様に、初期値Ｑの定数分の一や、あらかじめ設定し
た値を用いることができる。また後述する組織血流境界速度を用いた収束判定条件を採用
してもよい。
【００８７】
　また、逐次計算を行うのではなく、心壁３１に囲まれ、境界を含まない内部領域につい
ては、各データポイントについて独立して反復計算を行ってもよい。即ち、境界に接した
データポイントについては、上記境界速度を拘束条件として用い、それ以外の内部領域に
ついては、第一実施形態と同様に、各データポイントについて、ｖθ、ｖφの初期値をゼ
ロとして反復計算を開始する。反復計算の手法は第一実施形態と同様であり、誤差分Ｑを
隣接する４つの速度成分に均等に分配する、或いは所定の割合で分配するという手順を式
（７）或いは式（８）に従って繰り返す。そして、誤差分Ｑが所定の閾値以下になった時
点で反復計算を終了する。
【００８８】
　この場合、反復計算の収束判定の条件として、第一実施形態と同様の閾値を設定しても
よいが、上述した組織血流境界速度を用いて、反復計算の収束判定の条件を決めてもよい
。
【００８９】
　境界速度を反復計算の収束判定に用いる場合の考え方を説明する。図１０に示すスライ
ス面で、心壁３１に囲まれた領域内部では、ドプラ速度と心壁速度とに囲まれており、質
量保存則を評価することが可能であり、原理的に質量保存則を満たしているはずである。
即ち、境界速度の各成分をＶｒ、Ｖθ、Ｖφとし、これを式（１）のｖｒ、ｖθ、ｖφと
すると、式（１２）に示すように、誤差分（Ｑ０とする）はゼロになるはずである。
【数１２】
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【００９０】
　しかし、測定の誤差から、完全にゼロ（Ｑ０＝０）になることは難しい。この残差分Ｑ

０は計測誤差であるため、これを収束条件として用いる。即ち、質量保存則（式（１））
の誤差分Ｑが、収束条件として設定された誤差分Ｑ０以下になったところで計算を終了す
る。全てのデータポイントで同様の処理を行うことで、心壁３１に囲まれた領域全体の３
次元血流ベクトルが求められる。
【００９１】
　この手法によれば、計測誤差と同程度の推定誤差で３次元血流ベクトルの推定処理を行
うことができる。
【００９２】
　本実施形態においても、血流ベクトル算出ステップＳ３に続いて、算出された血流ベク
トルを用いて圧較差などの診断情報を形成したり（Ｓ４）、血流ベクトルや診断情報を任
意の表示形態で表示したりすること（Ｓ５）は、第一実施形態と同様である。また本実施
形態では、組織血流境界速度、即ち壁の速度が得られているので、例えば、壁のせん断応
力などの組織血流相互作用力も算出可能である。せん断応力は、例えば式（１３）により
算出することができる。
【数１３】

　（式中、τはせん断応力、μは粘性係数を表す。）
【００９３】
　本実施形態によれば、組織速度演算部１５２を設け、組織血流境界速度を算出し、その
結果を血流ベクトル算出のための反復計算の条件に加えることにより、血流ベクトルの推
定精度を高めることができる。
【００９４】
＜第三実施形態＞
　本実施形態の超音波撮像装置は、上述した各実施形態の構成に加え、外部から検査対象
（主としてヒト）の心臓の周期動情報（心周期情報）を入力する入力部を備えることが特
徴である。信号処理部は、入力部から入力される心周期情報に基づき、複数の心周期の診
断情報を生成する。具体的には、入力部１０から入力される心周期情報や断層画像形成部
から得られる画像情報を利用して、上述した血流ベクトルの推定及び物理量の計算を行い
、心周期の各時相について或いは収縮期や拡張期といった特徴的な時相について、診断情
報を生成する。心臓の周期動情報は、心電図をもとに行うことができる。また僧帽弁流入
速度、肺動脈逆流速度、心壁運動速度、心壁運動などの情報も利用することができる。
【００９５】
　本実施形態の処理の一例を図１１に示す。図示する例では、心電図９００を参照しなが
ら、所定の時相のエコー信号を得る（Ｓ１１０１）。心電図を参照する計測は、検者が心
電図を見ながら、所定の時相のときに超音波信号を照射してもよいし、入力部１０から受
け取った心電図の心周期情報をもとに、制御部１１が超音波信号発生器１２および超音波
受信回路１３を制御してエコー信号を得てもよい。
【００９６】
　エコー信号を用いて、信号処理部１５のドプラ速度演算部１５３がドプラ速度を算出し
、ベクトル算出部１５５が撮像断面の血流ベクトルを算出し、それに基づく物理量９１０
を推定する（Ｓ１１０２）。ベクトル算出部１５５が算出する物理量は、第一実施形態と
同様であり、流れ場の渦度、運動量、運動エネルギ、壁のせん断応力、循環、流線、流跡
線さらには２点間の圧較差、組織血流相互作用力などの診断情報を含む。
【００９７】
　この撮像（Ｓ１１０１）と物理量推定（Ｓ１１０２）までの処理を、時相毎に或いは心
周期毎に行い、時相毎の物理量９０１即ち物理量の時系列データ９０２が得られる（Ｓ１
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１０３、Ｓ１１０４）。診断情報生成部１５９は、物理量の時系列データを用いて、物理
量の推移を示すグラフを作成したり、測定期間内における物理量の最大値、最小値、平均
値などの統計量を算出してもよいし、時間変化（微分値）や積分値などを算出する（Ｓ１
１０５）。時系列データを得るのではなく、注目する特定の時相のデータを選択して、診
断情報を生成してもよい。心周期に関連する診断情報９０２として、例えば、圧－容積関
係曲線、圧力の時間微分（ｄＰ／ｄｔ）、左心室の弛緩状態を指数関数で近似した際の時
定数などがある。圧－容積関係曲線に用いる容積（例えば左心室の容積）は形態画像から
推定することができる（Ｓ１１０５）。
【００９８】
　またこれら診断情報９０２や統計処理の結果は、そのまま心電図とともに表示部１４に
表示することができ（Ｓ１１０６）、これにより診断情報の心周期に伴う変化を確認する
ことができる。
【００９９】
　本実施形態によれば、血流速度ベクトルを反映した診断情報を心時相と関連した情報と
して提供することができる。
【０１００】
＜表示の実施形態＞
　上述したように、本発明の超音波撮像装置では、血流速度ベクトルを反映した種々の診
断情報を提供することができる。診断情報の提供の仕方は特に限定されるものではないが
、典型的な提供方法は、装置の表示部１４に表示画像として表示する方法である。表示画
像は表示画像生成部１５６によって生成される。以下、表示の実施形態を図１２～図１４
を参照して説明する。但し、表示方法はこれらに限定されず、種々の組み合わせや、必須
ではない要素の省略などが可能である。
【０１０１】
　図１２に、血流ベクトルを表示する一例を示す。図示する例では、白黒の断層像（ここ
では心筋３１が示されている）と血流の速度ベクトル５１０を重ねあわせ、さらにステッ
プＳ４で算出された圧較差が等高線状に表示されている。また表示画面に物理量表示部５
１５が設けられており、撮像面垂直方向の空間変化率（物理量例えば圧力を撮像面垂直方
向に微分した値）５２０に関する数値や、任意の物理量およびその残差量、時間変化、圧
較差分布などを数値等で物理量表示部５１５に表示してもよい。
【０１０２】
　もちろん、これら物理量は、ある基準点を設けて差分や割合として表示してもよい。ま
た、血流ベクトル３次元効果の履歴を表示し、１心拍内のうちの最大値、最小値、平均値
、分散値の一つ以上を表示してもよい。
【０１０３】
　図１３に示す表示例は、図１２と同様に、２点間の圧較差を示すものであるが、ここで
は圧較差の時間的変化をグラフ５４１で表示している。このグラフ５４１は、断層画像形
成部で取得した心筋の動きの時間的変化、ドプラ速度演算部で取得した血流速度の時間的
変化、あるいは外部心電図情報のいずれかの情報とともに、表示されることが好ましい。
図示する例では、心電図５４２及び僧帽弁流入波形５４３と２点間の圧較差のグラク５４
１を表示している。その他、予めメモリ１５７に格納してあった心筋の動きの時間的変化
、ドプラ速度演算部で取得した血流速度の時間的変化を心電図Ｒ波とＲ波の間で切り出し
（Ｒ－Ｒ間で同期）、表示させてもよい。心筋の動きは検者が所望する箇所の時間変化を
取得するＭモードの情報でもよい。
【０１０４】
　図１４は、診断情報生成部１５９が生成した組織血流相互作用力を表示した例である。
図示する例では、組織血流相互作用のｘ方向成分５４３と、組織血流相互作用力のｙ方向
成分５４４を、それぞれ経時的な変化を示すグラフで表示している。この場合にも、心電
図５４２や僧帽弁流入波形５４３などとともに表示しているが、予めメモリ１５７に格納
してあった心筋の動きの時間的変化、ドプラ速度演算部で取得した血流速度の時間的変化
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を心電図Ｒ波とＲ波の間で切り出し（Ｒ－Ｒ間で同期）、表示させてもよい。心筋の動き
は検者が所望する箇所の時間変化を取得するＭモードの情報でもよい。
【０１０５】
　本実施形態によれば、多様な表示が可能であり、これにより検者は、診断に有効な情報
を、表示部を介して受け取ることができる。なお表示方法は上述した実施形態に限定され
ず、種々の組み合わせや、必須ではない要素の省略などが可能である。また表示部は、本
実施形態の超音波撮像装置に備えられた表示部に限定されず、公知の種々のデータ転送技
術を利用することにより、他の表示装置においても表示することができることは言うまで
もない。
【実施例】
【０１０６】
　本発明について、図１５（ａ）に示すような、噴流ジェットシミュレーションをもとに
実現性の検討を行ったので、結果を示す。噴流ジェットでは、流れ方向をy軸として、こ
の値を既知のものとし、x方向、z方向の速度の推定を行った。あるx-z断面での一例を図
１５（ｂ）に示す。上段の結果は、シミュレーションによる正解値で、中段は本発明を用
いず、シミュレータに解かせたもの、下段が本発明（第一実施形態の手法）により、反復
法を用いたものである。中段の反復法を用いない場合は、情報が足りず、数値シミュレー
ションの誤差に脆弱な不安定な値となる。一方で数値シミュレーションを用いた場合では
、正解値と良好に一致する。
【０１０７】
　以上、各実施形態及び実施例を用いて本発明を説明したが、本発明の超音波撮像装置は
、超音波探触子によって受信されたエコー信号を処理する信号処理部が、血流のドプラ速
度を算出するドプラ速度演算部と、前記ドプラ速度から血流の３次元速度ベクトルを計算
するベクトル算出部と、を備えること、そして、ベクトル算出部が、超音波走査線で計測
された前記ドプラ速度を拘束条件として設定し、質量保存則を用いて前記超音波走査線の
垂直面を構成する２軸方向の速度を推定する処理を行い、当該推定処理に前記質量保存則
の誤差分をフィードバックして、前記２軸方向の速度の最適解を求めることが特徴である
。
【０１０８】
　本発明の超音波装置は、上記実施形態に限定されず、適宜要素の追加、削除などが可能
である。
【産業上の利用可能性】
【０１０９】
　本発明によれば、カラードプラ法の情報から血流の速度ベクトルが推定できる超音波診
断装置において、撮像断面に対し直交する血流速度成分を反映した高次の診断情報が提供
される。それにより、より確かな診断に貢献できる。
【符号の説明】
【０１１０】
１００・・・超音波撮像装置
１・・・装置本体
２・・・超音波探触子
１０・・・入力部
１１・・・制御部
１２・・・超音波信号発生器
１３・・・超音波受信回路
１４・・・表示部
１５・・・信号処理部
１５１・・・断層画像形成部
１５２・・・組織速度演算部
１５３・・・ドプラ速度演算部
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１５５・・・ベクトル算出部
１５７・・・メモリ
１５９・・・診断情報生成部
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